
協働のまちづくりスペースの利用について 

１ ※目的と利用可能時間※ 

  協働のまちづくりスペースは、市民と行政また、市民同士が情報交換をしながら、地

域における課題や、まちづくりについて考え、実践する場として設置します。 

■利用時間  平日 午前８時３０分から午後５時（年末年始除く） 

２ ※協働のまちづくりスペースの機能※ 

 １５人程度までの会議や、いろいろな団体との情報交換等ができる場所として開放

しています。 

  チラシやポスターを置いて、市民活動団体等のイベント・ボランティア募集等の情

報発信や情報収集ができます。 

  まちづくりの計画を考えるなど市民と行政との情報交換などができます。 

３ ※利用できる方※ 

  次の条件を全て満たす団体、又は個人が使用できます。 

  市民活動団体等や地域団体など営利を目的とせず、本市を主な活動範囲とする公益

的な団体（政治・宗教を目的とする団体は除く。） 

  協働のまちづくりスペースの利用目的に沿った活動をしようとする個人 

４ ※利用方法について※ 

  初めて利用する団体は、利用日の２週間前までに、以下の書類を塩江支所又は庵治

支所に、提出してください（※個人利用の方は登録の必要はありません）。 

なお、提出した書類の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに御連絡ください。 

   ★提出書類 

   〇協働のまちづくりスペース利用団体申請 〇利用団体の定款・会則等  

〇役員（会員）名簿 〇活動実績や活動内容がわかるもの 

 利用団体又は個人は、支所に備付の「協働のまちづくりスペース利用カード」に記

入すると共に、利用前と利用後に支所職員の確認を受けてください。 

 チラシやポスターの掲示物、又は作品等の展示物を配置しようとする場合は、必ず

事前に支所職員に申し出て、確認及び指示を受けてください。なお、確認なく、配

置している場合は、支所において処分します。 

 掲示物及び展示等の配置期間については、内容を確認し、スペースの利用状況等を

考慮して調整します。 

 協働のまちづくりスペースは共用スペースのため、原則として、会議室や、市民活

動団体等の倉庫等として使用はできません。 

 １０人以上の会議、作業等で利用する場合は、空き状況を確認し事前に予約してく

ださい。（共用スペースなので、予約をしていないと他の方が展示の見学等で在室し、

利用できない場合があります。） 

⑺ 利用に当たっては、利用者遵守事項を守ること。 

５ ※問合せ先※ 

■申込方法など詳しいことは 

    高松市男女共同参画・協働推進課 ℡087-839-2275 

   ■協働のまちづくりスペースの空き状況の確認や予約申込先   

     塩江支所 ℡ 087-897-0131  庵治支所 ℡ 087-871-3111 



 

【利用者遵守事項】 

 

  １ 利用される際には、必ず支所職員に申し出てください。 

（チラシやポスターを配置する場合も必ず支所職員の確認を受けてください。） 

 

  ２ 利用目的以外では使用しないでください。 

 

３ 他の利用者の迷惑となる行為をしないでください。 

 

  ４ 火気を使用しないでください。（施設内は禁煙です。） 

 

  ５ 飲食はしないでください。 

 

  ６ 危険物又は動物を持ち込まないでください。 

ただし、身体障がい者が同伴する身体障害者補助犬等は除きます。 

 

  ７ 許可なく物品等の販売や展示、ビラ等の配布はできません。 

 

８ 協働のまちづくりスペースにおける展示物の盗難・破損等について、 

団体又は個人の責任において管理をしてください。 

 

  ９ 利用後は、必ず消灯すると共に、備品は利用前の状態に戻してくださ

い。 

 

 １０ 机やいす等はみんなの共有物です。乱暴に扱ったり、汚したりしない

ようにしてください。 

  


